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三重県警察政策大綱の改訂に当たって

三重県警察政策大綱策定後１年が経過し、本年３月には東日本大震災による未曾有

の被害が発生し、県内においても９月には紀伊半島大水害による死者及び行方不明者

３名を含む大きな被害が発生し、県警察として新たな対策が求められているほか、サ

イバー空間における違法情報・有害情報の氾濫やサイバー空間を悪用した犯罪の増

加、さらには、あらゆる犯罪の分野において構築されつつある犯罪インフラは治安に

対する重大な脅威となっている。

また、刑法犯認知件数は減少傾向にあるものの、県民に強い不安を与える凶悪犯罪

を始め、被害が拡大しやすい高齢者等を対象とした振り込め詐欺、女性や子どもを対

象とした悪質な犯罪は依然として後を絶たず、交通事故死者数も減少傾向にあるもの

の、全死者数に占める高齢者や飲酒に起因する交通事故による死者数の割合は全国平

均を上回っているなど、決して予断を許さない治安情勢にある。

こうした現下の厳しい治安情勢に対し、県警察を挙げて的確に対処していくため、

大規模災害、サイバー犯罪、犯罪インフラに対する対策の強化など、必要な施策の見

直しを行った。

職員にあっては、三重県警察政策大綱（改訂版）に掲げられた諸施策を着実に推進

し、県警察の総力を発揮して「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現に向けて邁

進されたい。

平成２３年１２月

三重県警察本部長

斉藤 実



三重県警察政策大綱の策定に当たって

三重県警察政策大綱（以下「大綱」という。）は、「県民とともに築く安全で安心

な三重」を実現するため、三重県警察が抱える喫緊の課題及び中長期的な視野から対

処していく必要のある課題について、関係部門が部門の枠を超えて横断的に連携し、

おおむね５年間を目途に戦略的かつ効果的に推進していく必要のある施策を体系的に

整理したものである。

現代社会においては、個人と社会のつながりの希薄化や規範意識が低下する傾向に

あると言われ、刑法犯認知件数は、平成14年の47,600件をピークに減少傾向にあるも

のの、平成21年は平成９年以前の平成初期（平成元年から平成８年までの平均値）と

比べ、約1.4倍の高いレベルにあるほか、凶悪犯罪や高齢者をねらった悪質な振り込

め詐欺事件等の発生が後を絶たない状況にある。また、交通事故死者数は、減少傾向

にあるものの、平成22年は年当初から交通死亡事故が多発しており、憂慮すべき情勢

にある。さらに、東海地震を始めとする巨大地震や地球温暖化の影響が指摘されてい

る局地的集中豪雨（ゲリラ豪雨）などによる甚大な被害が危惧されているとともに、

イスラム過激派による国際テロの発生も懸念されている。

こうした現下の厳しい治安情勢を踏まえ、大綱において、県警察が総合力を発揮し

て取り組むべき課題を「身近な犯罪に強い社会の構築」、「広域化する組織犯罪への

対処」、「安全かつ快適な交通の確保」、「テロ・緊急事態等への対処」、「精強な初動

警察態勢の確立」、「警察活動を支える基盤の整備」及び「県民の信頼にこたえる警

察の確立」の７のカテゴリーに体系化し、推進すべき諸施策を網羅した。

職員にあっては、大綱に掲げる諸施策を着実に推進し、地域社会における絆の再構

築と規範意識の向上等による治安再生を図ることにより、「県民とともに築く安全で

安心な三重」の実現に向けて邁進されたい。

平成２２年１１月

三重県警察本部長

河 合 潔



三重県警察政策大綱（改訂版）概要

【第１ 身近な犯罪に強い社会の構築】
１ 防犯ボランティア活動等の促進
２ 犯罪に強いまちづくりの推進
３ 県民が特に不安を感じる犯罪に係る対策の強化
４ 子どもと女性の安全を守るための施策の推進
５ 少年非行防止対策の推進
６ 県民の目線に立った生活経済事犯等への対策の強化
７ 安全なサイバー空間の確保

【第２ 広域化する組織犯罪への対処】
１ 水際対策の推進
２ 犯罪収益対策の強化
３ 暴力団対策等の強化
４ 薬物対策等の強化
５ 銃器対策等の強化
６ 犯罪のグローバル化・犯罪インフラ対策の強化
７ 組織的に敢行される各種事犯への対策

【第３ 安全かつ快適な交通の確保】
１ 交通死亡事故等抑止対策の推進
２ 安全・安心な交通環境の整備
３ 交通指導取締り等の強化
４ 効果的な運転者対策の推進

【第４ テロ・緊急事態等への対処】
１ テロ等治安に重大な影響を及ぼす事象への対応
２ 大規模災害等緊急事態への対応

【第５ 精強な初動警察態勢の確立】
１ 初動警察刷新強化
２ 初動捜査の高度化
３ 観光地等における各種事故への初動対応

【第６ 警察活動を支える基盤の整備】
１ 人的基盤の強化
２ 物的基盤の強化
３ 変化する社会情勢への対応

【第７ 県民の信頼に応える警察の確立】
１ 自浄能力強化による不祥事の防止と警察行政の透明性の確保
２ 県民の理解と協力の確保
３ 総合的な被害者支援の推進

この大綱改訂版は、現下の治安情勢を踏まえ、おおむね５年という中長期的視
野に立って策定したものである。

大綱の改定に当たり、治安情勢の変化に伴う必要な施策・課題等目標の見直し
を行うとともに、目標数値を平成27年又は平成27年度まで記載した。

なお、この大綱改訂版に網羅した諸施策の推進状況については、今後において
も不断の検証を行うとともに、必要な見直しを図っていく。
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